












1,地域における乳児の保健管理状況と乳児委託健診との関連性

研究の目的

　昭和 48 年に従来保健所で実施していた乳児健診を地域の医療機関に委託す

ることが出来るよう厚生省が予算化して以来,各都道府県では,この委託方式に

よる乳児健診が実施されるようになってきている。東京都でも,昭和 49 年 11

月以降乳児委託健診がとり入れられたが,東京都の場合には,従前保健所で実施

していた 3～4 カ月健診はそのまま残し,6 カ月及び 9 カ月児の健診が医療機関

に委託された。従って,乳児の保健管理をすすめる上では,保健所と委託医療機

関とが連けいをとり,また保健所が実施している健診,保健サビスなどと一貫性

をもたせてゆくことが必要となる。


